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(57)【要約】
【課題】植物に適切な量の水分を容易に供給できる植物
栽培装置を提供すること。
【解決手段】
植物を植えるための土及び発泡煉石Ｆの少なくともいず
れか一方を入れる第１容器部２００と、植物を栽培する
ための液体Ｗを入れる第２容器部４００と、第２容器部
４００内の液体Ｗを第１容器部２００内に供給するため
の給水部３００と、を備え、給水部３００が第２容器部
４００内の液体Ｗに少なくとも一部が浸され、液体Ｗを
浸み込ませ、液体Ｗを第１容器部２００内に供給する給
水部材３１０と、給水部材３１０の少なくとも一部を覆
い、可動するカバー部材３２０と、を備える植物栽培装
置１００を提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
植物を栽培する植物栽培装置であって、
植物を植えるための土及び発泡煉石の少なくともいずれか一方を入れる第１容器部と、
植物を栽培するための液体を入れる第２容器部と、
前記第２容器部内の前記液体を前記第１容器部内に供給するための給水部と、を備え、
前記給水部が、
前記第２容器部内の前記液体に少なくとも一部が浸され、前記液体を浸み込ませ、前記液
体を前記第１容器部内に供給する給水部材と、
前記給水部材の少なくとも一部を覆い、可動するカバー部材と、を備える植物栽培装置。
【請求項２】
前記給水部が、
前記カバー部材の上方に配置され、前記第１容器部に取り付ける取付部材と、
前記カバー部材と前記取付部材との間に配置され、前記カバー部材を動かすことを可能と
する可動部材と、を備える請求項１記載の植物栽培装置。
【請求項３】
前記第１容器部が、
植物を植えるための土及び発泡煉石の少なくともいずれか一方を入れる第１容器部材と、
前記第１容器部材を上方に配置させる脚部材と、
前記第１容器部材の下方に配置される底面部材と、を備え、
前記底面部材が、前記給水部材を保持する保持部材を有する請求項２記載の植物栽培装置
。
【請求項４】
前記第２容器部が、前記第１容器部の前記第１容器部材の下方に配置される請求項３記載
の植物栽培装置。
【請求項５】
前記カバー部材が前記可動部材を支点として動くことが可能な請求項２、３又は４記載の
植物栽培装置。
【請求項６】
前記給水部が前記第１容器部から着脱可能である請求項１乃至５記載の植物栽培装置。
【請求項７】
植物を栽培する植物栽培装置であって、
植物を植えるための土及び発泡煉石の少なくともいずれか一方を入れる第１容器部と、
植物を栽培するための液体を入れる第２容器部と、
前記第２容器部内の前記液体を前記第１容器部内に供給するための給水部と、を備え、
前記給水部が前記第２容器部内の前記液体に少なくとも一部が浸され前記液体を浸み込ま
せ、前記液体を前記第１容器部内に供給する給水部材を備え、
前記第１容器部が、
植物を植えるための土及び発泡煉石の少なくともいずれか一方を入れる第１容器部材と、
前記第１容器部材を上方に配置させる脚部材と、を備え、
前記脚部材の下端部が前記第２容器内に配置され、
平面視において、前記第２容器部の大きさが前記第１容器部の大きさより大きい植物栽培
装置。
【請求項８】
植物を栽培する植物栽培装置であって、
植物を植えるための土及び発泡煉石の少なくともいずれか一方を入れる第１容器部と、
植物を栽培するための液体を入れる第２容器部と、
前記第２容器部内の前記液体を前記第１容器部内に供給するための給水部と、を備え、
前記給水部が前記第２容器部内の前記液体に少なくとも一部が浸され前記液体を浸み込ま
せ、前記液体を前記第１容器部内に供給する給水部材を備え
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前記第２容器部は前記第１容器部の下方に配置され、前記第２容器部上に前記第１容器部
を覆う蓋部材を備える植物栽培装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、植物を栽培するための植物栽培装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、マンション等の室内に飾られている観葉植物等の植物が枯れ、当該植物の持ち主
が当該植物に使用されていた土を廃棄しようとする場合、当該土を一般ごみとして廃棄す
ることができず、当該植物の持ち主は、当該土の廃棄に困ることがあった。
【０００３】
　また、観葉植物等の植物に土や肥料が使用されることにより、土や水等で室内が汚れた
り、コバエや小さな虫が発生したりする場合があり、衛生的でないという問題があった。
【０００４】
　そのため、近年、観葉植物にハイドロカルチャー（Ｈｙｄｒｏｃｕｌｔｕｒｅ）を利用
し、土を使用せずに観葉植物等の植物を育てる方法が利用されている。なお、「ハイドロ
カルチャー」とは、土の代わりにセラミスやハイドロボール等の発泡煉石を使用する、土
を使用しない水耕栽培のことである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－０３７４９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、ハイドロカルチャーを使用する場合であっても、土を使用する場合であ
っても、当該植物の持ち主は、当該植物に定期的に水を与えなければならず、当該植物に
水を与え忘れることがあった。
【０００７】
　また、当該植物の持ち主が旅行等の長期休暇により長期間自宅や職場から離れる場合、
自宅や職場に置かれている当該植物に水を与える人がいないという問題があった。そして
、その結果、当該植物が枯れてしまうという問題があった。
【０００８】
　また、当該植物の持ち主は、当該植物にどの程度水を与えてよいかわからず、当該植物
に水を与えすぎて根腐れが生じるという問題があった。そして、その結果、当該植物が枯
れてしまうという問題があった。
【０００９】
　また、透明な植木鉢を使用すれば、当該植物の持ち主は、当該植物にどの程度水を与え
ればよいかわかる場合もあるが、植木鉢内に藻が発生し、外観が悪くなるという問題があ
る。
【００１０】
　また、紐等を使用して底面給水が行われた場合、紐等が黒くなり外観が悪くなるという
問題がある。
【００１１】
　本発明の主な目的は、植物に適切な量の水分を容易に供給できる植物栽培装置を提供す
ることである。
【００１２】
　本発明の他の目的は、外観の良い植物栽培装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
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【００１３】
　本発明に係る植物栽培装置は、植物を栽培する植物栽培装置であって、
植物を植えるための土及び発泡煉石の少なくともいずれか一方を入れる第１容器部と、
植物を栽培するための液体を入れる第２容器部と、
前記第２容器部内の前記液体を前記第１容器部内に供給するための給水部と、を備え、
前記給水部が前記第２容器部内の前記液体に少なくとも一部が浸され前記液体を浸み込ま
せ、前記液体を前記第１容器部内に供給する給水部材と、
前記給水部材の少なくとも一部を覆い、可動するカバー部材と、を備えるものである。
【００１４】
　このようなものあれば、第２容器部内の液体は給水部を介して第１容器部内に入る。そ
して、第１容器部内の土又は発泡煉石が液体を吸収し、植物はその液体により育成する。
【００１５】
　そのため、植物の持ち主は、頻繁に植物に水等の液体を与えなくても第２容器部内に液
体を入れておくだけで、適切な水量を植物に与えることができる。つまり、植物に水等の
液体を与える手間が少なくて済む。
【００１６】
　また、第１容器部内に水等の液体が溜まり過ぎになり難いため、第１容器部内に藻が発
生し難い。したがって、第１容器部が透明の場合であっても、外観が悪くなり難い。
【００１７】
　また、給水部材である紐等が長時間水に浸かることで、給水部材である紐等が黒くなり
外観が悪くなる場合がある。しかし、この場合であっても、カバー部材が給水部材の少な
くとも一部を覆っているため外観が悪くなり難い。
【００１８】
　また、給水部材及びカバー部材の一部が第２容器部内に入っている場合であっても、カ
バー部材が可動するため、第２容器部の出し入れが容易であり、第２容器部内に液体の補
充又は入れ替えが容易である。
【００１９】
　また、例えば第１容器部内の発泡煉石等が入れ替えられる場合、給水部が動いてしまう
場合があるが、このような場合であっても、カバー部材が可動するため、カバー部材が斜
めに配置され難く、外観が損なわれ難い。
【００２０】
　本発明に係る植物栽培装置であって、前記給水部が、
前記カバー部材の上方に配置され、前記第１容器部に取り付ける取付部材と、
前記カバー部材と前記取付部材との間に配置され、前記カバー部材を動かすことを可能と
する可動部材と、を備えるものであってもよい。
【００２１】
　このようなものあれば、給水部材及びカバー部材の一部が第２容器部内に入っている場
合であっても、可動部材によりカバー部材が可動する。そのため、第２容器部は容易に動
かされ、第２容器部内の液体の補充又は入れ替えが容易である。
【００２２】
　本発明に係る植物栽培装置であって、前記第１容器部が、
植物を植えるための土及び発泡煉石の少なくともいずれか一方を入れる第１容器部材と、
前記第１容器部材を上方に配置させる脚部材と、
前記第１容器部材の下方に配置される底面部材と、を備え、
前記底面部材が、前記給水部材を保持する保持部材を有するものであってもよい。
【００２３】
　このようなものであれば、給水部材が保持部材により保持され、給水部材の配置が安定
し易い。
【００２４】
　本発明に係る植物栽培装置であって、前記第２容器部が、前記第１容器部の前記第１容
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器部材の下方に配置されるものであってもよい。
【００２５】
　第１容器部材が脚部材により上方に配置されることにより、第１容器部材の下方に第２
容器部を配置することができる。これにより第２容器部内の液体に給水部の給水部材の一
部を浸し易くなる。
【００２６】
　本発明に係る植物栽培装置であって、前記カバー部材が前記可動部材を支点として動く
ことが可能なものであってもよい。
【００２７】
　このようなものであれば、可動部材が支点としてカバー部材が可動するため、カバー部
材の一部が第２容器部に入っている場合であっても、第２容器部が取り出され易い。
【００２８】
　また、植物の持ち主は、水等の液体を追加又は入れ替えられた第２容器部内に、カバー
部材で覆われた給水部材を入れやすい。
【００２９】
　本発明に係る植物栽培装置であって、前記給水部が前記第１容器部から着脱可能である
ものであってもよい。
【００３０】
　このようなものであれば、例えば給水部材が交換必要な場合、給水部を交換すればよく
、メンテナンスが容易である。
【００３１】
　本発明に係る植物栽培装置は、植物を栽培する植物栽培装置であって、
植物を植えるための土及び発泡煉石の少なくともいずれか一方を入れる第１容器部と、
植物を栽培するための液体を入れる第２容器部と、
前記第２容器部内の前記液体を前記第１容器部内に供給するための給水部と、を備え、
前記給水部が前記第２容器部内の前記液体に少なくとも一部が浸され前記液体を浸み込ま
せ、前記液体を前記第１容器部内に供給する給水部材を備え、
前記第１容器部が、
植物を植えるための土及び発泡煉石の少なくともいずれか一方を入れる第１容器部材と、
前記第１容器部材を上方に配置させる脚部材と、を備え、
前記脚部材の下端部が前記第２容器内に配置され、
平面視において、前記第２容器部の大きさが前記第１容器部の大きさより大きいものであ
る。
【００３２】
　このようなものあれば、第２容器部内の液体は給水部を介して第１容器部内に入る。そ
して、第１容器部内の土又は発泡煉石が液体を吸収し、植物はその液体により育成する。
【００３３】
　そのため、植物の持ち主は、頻繁に植物に水等の液体を与えなくても第２容器部内に液
体を入れておくだけで、適切な水量を植物に与えることができる。つまり、植物に水等の
液体を与える手間が少なくて済む。
【００３４】
　また、第１容器部内に水等の液体が溜まり過ぎになり難いため、第１容器部内に藻が発
生し難い。したがって、第１容器部が透明の場合であっても、外観が悪くなり難い。
【００３５】
　また、植物を栽培するための水等の液体を入れる第２容器部が大きいため、第２容器部
に水等の液体を追加又は入れ替える回数を減らすことができる。
【００３６】
　本発明に係る植物栽培装置は、植物を栽培する植物栽培装置であって、
植物を植えるための土及び発泡煉石の少なくともいずれか一方を入れる第１容器部と、
植物を栽培するための液体を入れる第２容器部と、
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前記第２容器部内の前記液体を前記第１容器部内に供給するための給水部と、を備え、
前記給水部が前記第２容器部内の前記液体に少なくとも一部が浸され前記液体を浸み込ま
せ、前記液体を前記第１容器部内に供給する給水部材を備え、
前記第２容器部は前記第１容器部の下方に配置され、前記第２容器部上に前記第１容器部
を覆う蓋部材を備えるものである。
【００３７】
　このようなものあれば、第２容器部内の液体は給水部を介して第１容器部内に入る。そ
して、第１容器部内の土又は発泡煉石が液体を吸収し、植物はその液体により育成する。
【００３８】
　そのため、植物の持ち主は、頻繁に植物に水等の液体を与えなくても第２容器部内に液
体を入れておくだけで、適切な水量を植物に与えることができる。つまり、植物に水等の
液体を与える手間が少なくて済む。
【００３９】
　また、第１容器部内に水等の液体が溜まり過ぎになり難いため、第１容器部内に藻が発
生し難い。したがって、第１容器部が透明の場合であっても、外観が悪くなり難い。
【００４０】
　また、植物を栽培するための水等の液体を入れる第２容器部が大きいため、第２容器部
に水等の液体を追加又は入れ替える回数を減らすことができる。
【００４１】
　そして、第２容器部上に蓋部材が配置されおり、第２容器部及び蓋部材で形成される内
部はほぼ密閉状態となっている。そのため、第２容器部及び蓋部材で形成される内部は、
湿度が高く、水草等の植物を育てることができる。
【００４２】
　なお、本発明における「液体」には、水だけでなく、水に肥料となる成分を加えたもの
液体肥料等も含まれる概念である。
【００４３】
　また、「発泡煉石」とは、粘土等の土を高温で焼成したものであり、セラミックス等も
含まれる概念である。また、本発明における「発泡煉石」には、木炭等の木材を高温で焼
成したものも含まれる概念である。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明に係る一実施形態における植物栽培装置の斜視図。
【図２】同実施形態における植物栽培装置の斜視図。
【図３】同実施形態における植物栽培装置の底面部材の平面図。
【図４】同実施形態における植物栽培装置の給水部の側面図。
【図５】同実施形態における植物栽培装置の斜視図。
【図６】同実施形態における植物栽培装置の斜視図。
【図７】本発明に係る一実施形態における植物栽培装置の斜視図。
【図８】本発明に係る一実施形態における植物栽培装置の斜視図。
【図９】同実施形態における植物栽培装置の蓋部材の部分斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　以下、本発明に係る植物栽培装置１００の実施形態に関して図面を参照しながら説明す
る。
【００４６】
　図１乃至図８に示すように、植物栽培装置１００は、観葉植物等の植物を栽培するため
の土及び発泡煉石Ｆの少なくともいずれか一方を入れることができる第１容器部２００と
、第１容器部２００の底面に配置される給水部３００と、給水部３００の少なくとも先端
が内部に挿入され、植物を栽培するための液体Ｗが入れられる第２容器部４００と、を含
む。
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【００４７】
　図５乃至図８に示すように、本実施形態では、第１容器部２００内には、発泡煉石Ｆが
用いられている。
【００４８】
（第１容器部２００）
　図１及び図２に示すように、第１容器部２００は、植物を栽培するための土及び発泡煉
石Ｆの少なくともいずれか一方を入れることができる第１容器部材２１０と、第１容器部
材２１０を支える脚部材２２０と、着脱可能な底面部材２３０と、を含む。
【００４９】
　本実施形態では、第１容器部材２１０は、略立方体であり、上面と底面の一部とが開口
している。第１容器部材２１０は、第１フレーム２１１と、第１側面部２１２と、底面部
２１３と、を含む。
【００５０】
　なお、本実施形態では、第１容器部材２１０は、略立方体であるが、当該形状に限定さ
れず、例えば略円柱等、どのような形状であってもよい。
【００５１】
　また、図１では、理解しやすいように第１側面部２１２及び第２側面部４３０を記載し
ていない。
【００５２】
　第１フレーム２１１は、外形フレーム２１１ａと、底面フレーム２１１ｂと、を含む。
外形フレーム２１１ａは、略立方体であり、平面視略正方形及び側面視略正方形の形状で
ある。
【００５３】
　外形フレーム２１１ａは、ｚ軸方向に延伸する縦棒である第１縦棒２１１ａ１と、第２
縦棒２１１ａ２と、第３縦棒２１１ａ３と、第４縦棒２１１ａ４と、を含む。
【００５４】
　また、外形フレーム２１１ａは、ｘ軸方向に延伸する横棒及びｙ軸方向に延伸する横棒
を４本ずつ含む。縦棒と横棒はその先端同士が溶接され、略立方体が形成される。
【００５５】
　底面フレーム２１１ｂは、第１フレーム２１１の底面側（ｚ軸負方向側）に設けられ、
外形フレーム２１１ａの内側に設けられる。
【００５６】
　第１側面部２１２は、外形フレーム２１１ａに取り付けられる。本実施形態では第１側
面部２１２の個数は４である。
【００５７】
　本実施形態では、第１側面部２１２は、ガラスが用いられている。なお、第１側面部２
１２は、ガラスに限定されず、例えばアクリル板等のプラスチック等であってもよく、ど
のようなものであってもよい。本実施形態では第１側面部２１２は透明で中身が外部から
視認できるようになっているが、透明でなくてもよい。
【００５８】
　底面部２１３は、底面側（ｚ軸負方向側）の外形フレーム２１１ａと底面フレーム２１
１ｂとの間に取り付けられる。
【００５９】
　これにより、底面部材２３０のｘｙ平面視の大きさが、第１容器部材２１０の底面部分
より小さくても、底面部材２３０と第１側面部２１２の隙間から発泡煉石Ｆがこぼれ難い
。
【００６０】
　つまり、底面側（ｚ軸負方向側）のｘｙ平面略中央部はｚ軸方向に開口している。また
、上面側（ｚ軸正方向側）は、開口している。
【００６１】
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　脚部材２２０は、第１容器部材２１０のｚ軸方向に延伸する外形フレーム２１１ａに取
り付けられている。取付方法は、溶接等どのような方法であってもよい。
【００６２】
　具体的には、外形フレーム２１１ａの縦棒である第１縦棒２１１ａ１と、脚部材２２０
である第１脚部材２２１とが、各々ｚ軸方向を延伸方向として取り付けられる。
【００６３】
　同様に、第２縦棒２１１ａ２と脚部材２２０である第２脚部材２２２、第３縦棒２１１
ａ３と脚部材２２０である第３脚部材２２３、第４縦棒２１１ａ４と脚部材２２０である
第４脚部材２２４が、各々ｚ軸方向を延伸方向として取り付けられる。本実施形態では溶
接により取り付けられているが、取付方法はどのような方法であってもよい。
【００６４】
　第１容器部材２１０に脚部材２２０が取り付けられることにより、第１容器部材２１０
が、第２容器部４００より上方側（ｚ軸正方向側）に配置される。
【００６５】
　脚部材２２０（第１脚部材２２１、第２脚部材２２２、第３脚部材２２３、第４脚部材
２２４）は、下端部２２０ａ（第１下端部２２１ａ、第２下端部２２２ａ、第３下端部２
２３ａ、第４下端部２２４ａ）でｘｙ平面視において少し広がる構成となっている。この
ような構成により、第１容器部材２１０は安定して配置される。
【００６６】
　底面部材２３０は、第１容器部材２１０の内部に挿入され、第１容器部材２１０の底面
部２１３上に配置される。
【００６７】
　図３に示すように、底面部材２３０は、面部材２３１と、ｚ軸方向に面部材２３１を貫
通する貫通孔２３２と、後述する給水部３００の給水部材３１０を保持する保持部材２３
３と、を含む。
【００６８】
　本実施形態では、底面部材２３０の面部材２３１は、金網で構成されている。これによ
り、第１容器部材２１０内部の通気性がよくなる。なお、底面部材２３０は、金網でなく
てもよく、また材質等も限定されない。
【００６９】
　貫通孔２３２は、給水部３００を通過させる。貫通孔２３２の周囲に給水部３００の一
部が接触することにより、給水部３００が所定の位置に取り付けられる。
【００７０】
　保持部材２３３は、給水部３００の給水部材３１０（後述する）の少なくとも一部を保
持する。本実施形態では、保持部材２３３は、底面部材２３０のｘ軸方向の辺とｙ軸方向
の辺を斜めに配置される棒状のものである。
【００７１】
　具体的には、図１に示すように、面部材２３１と保持部材２３３との間に給水部材３１
０の先端を通すことにより、給水部材３１０を保持する。
【００７２】
（給水部３００）
　図４に示すように、給水部３００は、液体Ｗが浸透可能な給水部材３１０と、給水部材
３１０の少なくとも一部を覆うカバー部材３２０と、底面部材２３０に接触する第１取付
部材３３０と、カバー部材３２０の上端と第１取付部材３３０との間に配置される可動部
材３４０と、第１取付部材３３０の上端側に配置される固定部材３５０と、第１取付部材
３３０と固定部材３５０との間に配置される第２取付部材３６０と、を含む。
【００７３】
　給水部材３１０は、液体Ｗが浸透可能なものであり、上端部３１１と下端部３１２とを
有する。本実施形態では、給水部材３１０は、紐状のものである。また、給水部材３１０
の上端部３１１及び下端部３１２は金具で止められている。
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【００７４】
　なお、給水部材３１０は、紐状のものに限定されず、例えばシート状のもの等どのよう
なものであってもよい。
【００７５】
　本実施形態では、給水部材３１０は、複数の紐が編み込みされたものである。給水部材
３１０の一端が液体Ｗに浸されると、毛細管現象により液体Ｗが給水部材３１０に浸透す
る。
【００７６】
　本実施形態では、カバー部材３２０は、筒状のものであり、給水部材３１０の一部を覆
う。カバー部材３２０は、少なくとも液体Ｗに浸された給水部材３１０の部分を覆うもの
が好ましい。
【００７７】
　給水部材３１０は長時間液体Ｗ内に浸されていると黒くなり、外観が悪くなるが、カバ
ー部材３２０が取り付けられることにより、外観を良くすることができる。
【００７８】
　また、カバー部材３２０が筒状のものであることにより、毛細管現象によりカバー部材
３２０の内部で液体Ｗの水位が上がり、給水部材３１０に液体Ｗが浸透しやすくなる。
【００７９】
　第１ピン部材３７１は、給水部材３１０に対してカバー部材３２０を固定する。具体的
には、図４に示すように、第１ピン部材３７１は、カバー部材３２０におけるｚ軸方向の
所定の位置で、ｘ軸方向にカバー部材３２０を貫通し、カバー部材３２０の内部で給水部
材３１０を貫通する。
【００８０】
　第１ピン部材３７１の両端は、曲げられており、カバー部材３２０に固定されている。
これにより給水部材３１０に対してカバー部材３２０が固定される。
【００８１】
　第１取付部材３３０は、ｚ軸方向に貫通孔（図示しない）が設けられ、上端側（ｚ軸正
方向側）がｘｙ平面方向に広くなっている。
【００８２】
　第１取付部材３３０は、底面部材２３０の貫通孔２３１に給水部材３１０及びカバー部
材３２０を挿入した場合に、貫通孔２３１の周辺の底面部材２３０に接触し、底面部材２
３０に取り付けられる。つまり、給水部３００は、底面部材２３０に対してぶら下がるよ
うな状態となる。
【００８３】
　第１取付部材３３０とカバー部材３２０との間には、可動部材３４０が配置されている
。本実施形態では、可動部材３３０は略球状の形状である。可動部材３３０には、ｚ軸方
向に貫通孔（図示しない）が設けられており、給水部材３１０が挿入されている。
【００８４】
　これにより給水部材３１０及びカバー部材３２０が、可動部材３３０を支点としてｘ軸
方向又はｙ軸方向に動くことができる。つまり、可動部材３３０の下端部がｘ軸方向又は
ｙ軸方向に動くことができる。
【００８５】
　したがって、第１容器部２００が動かされなくても、給水部３００が可動することによ
り、第２容器部４００は、ｘ軸方向及びｙ軸方向に動かすことが可能である。つまり、第
２容器部４００内の水等の液体Ｗの取り換え又は追加が容易に行われる。
【００８６】
　第１取付部材３３０のｚ軸正方向側には、固定部材３５０が配置されている。固定部材
３５０は、ｚ軸方向に第１貫通孔３５１と、ｙ軸方向に第２貫通孔３５２とを有する。
【００８７】
　第１貫通孔３５１には、給水部材３１０が通される。第２貫通孔３５２には、第２ピン
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部材３７２が挿入される。
【００８８】
　第２ピン部材３７２は、第２貫通孔３５２に挿入され、内部で給水部材３１０を貫通す
る。第２ピン部材３７２の両端は折り曲げられ固定部材３５０の第２貫通孔３５２から抜
けにくいように構成されている。
【００８９】
　したがって、固定部材３５０は、給水部材３１０に対して、第２ピン部材３７２により
固定される。
【００９０】
　第１取付部材３３０と固定部材３５０の間には、第２取付部材３６０が配置されている
。
【００９１】
（第２容器部４００）
　図５及び図６に示すように、本実施形態では、第２容器部４００は、略立方体であり、
上面が開口している。第２容器部４００は、第２フレーム４１０と、第２側面部４２０と
、第２底面部４３０と、を含む。なお、本実施形態では、第２容器部４００は、略立方体
であるが、当該形状に限定されず、例えば略円柱等、どのような形状であってもよい。
【００９２】
　第２フレーム４１０は、ｚ軸方向に延伸する縦棒４１１と、ｘ軸方向又はｙ軸方向に延
伸する横棒４１２と、を含む。縦棒４１１と横棒４１２はその先端同士が溶接され、略立
方体が形成される。
【００９３】
　第２側面部４２０及び第２底面部４３０は、第２フレーム４１０に取り付けられる。図
１に示すように、本実施形態では、第２容器部４００は、第１容器部２００より小さい略
立方体の形状である。なお、第２容器部４００の大きさは、第１容器部２００より大きく
てもよい。
【００９４】
　本実施形態では、第２側面部４２０及び第２底面部４３０は、ガラスが用いられている
。なお、第２側面部４２０及び第２底面部４３０は、ガラスに限定されず、例えばアクリ
ル板等のプラスチック等であってもよく、どのようなものであってもよい。本実施形態で
は第２側面部４２０及び第２底面部４３０は透明で中身が外部から視認できるようになっ
ているが、透明でなくてもよい。
【００９５】
＜第２実施形態＞
　図７に示すように、第２実施形態は、平面視（ｘｙ平面視）において第２容器部５００
が第１容器部２００より大きい構成である。第２実施形態では、第１実施形態と同様の内
容に関しては、省略して又は簡単に説明する場合がある。
【００９６】
　本実施形態では、第２容器部５００は、上面が開口している。第２容器部５００は、第
２フレーム５１０と、第２側面部５２０と、第２底面部５３０と、を含む。なお、第２容
器部５００は、本実施形態に係る形状に限定されず、例えば略円柱等、どのような形状で
あってもよい。
【００９７】
　第２フレーム５１０は、ｚ軸方向に延伸する縦棒５１１と、ｘ軸方向又はｙ軸方向に延
伸する横棒５１２と、を含む。縦棒５１１と横棒５１２はその先端同士が溶接される。
【００９８】
　第２側面部５２０及び第２底面部５３０は、第２フレーム５１０に取り付けられる。
【００９９】
　本実施形態では、平面視（ｘｙ平面視）において、第２容器部５００が第１容器部２０
０より大きいため、第１容器部２００の脚部材２２０が、第２容器部５００内に配置され
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る。
【０１００】
　本実施形態では、平面視（ｘｙ平面視）において、第２容器部５００が第１容器部２０
０より大きく、第２容器部５００は、水等の液体を多く入れることができる。
【０１０１】
　したがって、観葉植物等の植物の持ち主は、第２容器部５００内の水等の液体の追加又
は交換をする回数を減らすことができる。そのため、観葉植物等の植物の持ち主は、当該
植物に対して水等の液体を与える手間が少なくて済む。
【０１０２】
＜第３実施形態＞
　図８に示すように、第３実施形態は、第２実施形態の第２容器部５００上に蓋部材６０
０が配置された構成である。第３実施形態では、第１実施形態及び第２実施形態と同様の
内容に関しては、省略して又は簡単に説明する場合がある。
【０１０３】
　本実施形態では、蓋部材６００は、下面が開口している。蓋部材６００は、第２容器部
５００の第２フレーム５１０上に取り付けられる構成である。
【０１０４】
　蓋部材６００は、第３フレーム６１０と、第３側面部６２０と、上面部６３０と、を含
む。
【０１０５】
　なお、蓋部材６００は、本実施形態に係る形状に限定されず、例えば略円柱等、どのよ
うな形状であってもよいが、平面（ｘｙ平面）視において第２容器部５００と同様の形状
が好ましい。
【０１０６】
　第３フレーム６１０は、ｚ軸方向に延伸する縦棒６１１と、ｘ軸方向又はｙ軸方向に延
伸する横棒６１２と、第２容器部５００からずれにくいようにするための突起部６１３と
、を含む。縦棒６１１と横棒６１２はその先端同士が溶接される。
【０１０７】
　第３側面部６２０及び上面部６３０は、第３フレーム６１０に取り付けられる。なお、
第３側面部６２０及び上面部６３０は、ガラス等の透明の材質であることが好ましい。
【０１０８】
　蓋部材６００は、平面（ｘｙ平面）視で第２容器部５００と同様の形状であり、第２容
器部５００上に配置される。具体的には、第２容器部５００の第２フレーム５１０上に、
蓋部材６００の第３フレーム６１０が取り付けられる。
【０１０９】
　図９に示すように、第３フレーム６１０のｚ軸負方向側には突起部６１３が設けられる
。具体的には、突起部６１３は、縦棒６１１のｚ軸負方向側に設けられ、蓋部材６００の
内側に設けられる。
【０１１０】
　突起部６１３は、ｚ軸負方向側に延伸しており、その先端は、平面視で蓋部材６００の
中央に向かって延伸している。
【０１１１】
　本実施形態では、４つの縦棒６１１に対して４つの突起部６１３が設けられているが、
突起部６１３は２以上あればよい。
【０１１２】
　これにより、蓋部材６００が第２容器部５００からずれ難いという効果を奏する。また
、突起部６１３が蓋部材６００の内側に設けられていることから、外観が悪くなり難い。
【０１１３】
　第２容器部５００に蓋部材６００が配置されることにより、第２容器部５００及び蓋部
材６００で形成される内部は、ほぼ密閉状態となる。そのため、第２容器部５００及び蓋
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部材６００で形成される内部は湿度が高く、水草等を育て易い。
【０１１４】
（植物栽培方法）
　植物栽培装置１００に係る植物栽培方法に関して、第１実施形態の構造を用いて説明す
る。第１容器部２００に給水部３００が取り付けられる。具体的には、給水部３００のカ
バー部材３２０が底面部材２３０の貫通孔２３１に上方から差し込まれる。
【０１１５】
　そして、第１取付部材３３０が底面部材２３０の貫通孔２３１周辺と接触し、カバー部
材３２０は底面部材２３０にぶら下がった状態となる。給水部材３１０とカバー部材３２
０とは、第１ピン部材３７１によって保持されている。
【０１１６】
　給水部材３１０の上端部３１１は、第１容器部材２１０内に配置されている。そして、
給水部材３１０の上端部３１１は、底面部材２３０の面部材２３１と保持部材２３３との
間に差し込まれ固定される。
【０１１７】
　第１容器部材２１０内には、セラミスやハイドロボール等の発泡煉石Ｆを入れ、そこに
植物を植える。発泡煉石Ｆは、イソライト、ゼオライト、バーミキュライト、パーライト
等であってもよい。発泡煉石Ｆは多孔質のものが好ましい。
【０１１８】
　カバー部材３２０の下端は、第２容器部４００内に挿入される。図５及び図６に示すよ
うに、カバー部材３２０は、可動部材３４０のところを支点として動くことができる。そ
のため、第１容器部２００が持ち上げられなくても、第２容器部４００をｘ軸方向・ｙ軸
方向に動かすことができる。
【０１１９】
　第２容器部４００内には、水・液体肥料等の液体Ｗが入れられる。液体肥料の例として
は、窒素、リン酸、カリウム、カルシウム、マグネシウム等の成分が含まれている液体Ｗ
が挙げられる。
【０１２０】
　第２容器部４００内の液体Ｗにカバー部材３２０内の給水部材３１０が浸される。給水
部材３１０に浸み込んだ液体Ｗは、給水部材３１０の上方に移動し、給水部材３１０を介
して第１容器部材２１０内に移動する。
【０１２１】
　第１容器部材２１０内に移動した液体Ｗは、多孔質である発泡煉石Ｆ又はその隙間に浸
み込み、植えられている植物の栄養となる。
【０１２２】
　本発明は、その趣旨を逸脱しない範囲で種々の改良、修正、又は変形を加えた態様でも
実施できる。
【符号の説明】
【０１２３】
　１００…植物栽培装置
　２００…第１容器部
　２１０…第１容器部材
　２２０…脚部材
　２３０…底面部材
　２３１…面部材
　２３２…貫通孔
　２３３…保持部材
　３００…給水部
　３１０…給水部材
　３２０…カバー部材
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　３３０…第１取付部材（取付部材）
　３４０…可動部材
　３５０…固定部材
　３６０…第２取付部材（取付部材）
　３７１…第１ピン部材
　３７２…第２ピン部材
　４００…第２容器部
　５００…第２容器部
　６００…蓋部材
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